
JP 2009-196722 A 2009.9.3

10

(57)【要約】
【課題】簡単な構造で、コンベアチェーンに載置された
輸送物を、効率よく排出口に搬送し排出することができ
、適正に排出されずにコンベアチェーンに残留した破片
等についても、確実に排出口に向けて搬送することが可
能なコンベア装置を提供する。
【解決手段】載置された輸送物１１と共に搬入端から搬
出端の方向に進行するコンベアチェーン１６の往路部分
１６ａの下方近傍に、所定の距離を空けて付設された第
一の受け板２０ａを有する。排出端から搬入端の方向に
進行するコンベアチェーン１６の復路部分１６ｂの下方
近傍に、所定の距離を空けて付設された第二の受け板２
０ｂを備える。搬入端側ローラによって復路部分から往
路部分に方向転換されるコンベアチェーンの折り返し部
分の外側近傍に、所定の距離を空けて付設された第三の
受け板５４を備える。第二の受け板と前記第三の受け板
との境界部分は隙間なく連設している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のローラで駆動される無端のコンベアチェーンに載置された輸送物を排出口に搬送
するコンベア装置において、
　載置された輸送物と共に搬入端から搬出端の方向に進行するコンベアチェーンの往路部
分の下方近傍に、所定の距離を空けて付設された第一の受け板と、
　排出端から搬入端の方向に進行するコンベアチェーンの復路部分の下方近傍に、所定の
距離を空けて付設された第二の受け板と、
　搬入端側ローラによって前記復路部分から往路部分に方向転換されるコンベアチェーン
の折り返し部分の外側近傍に、所定の距離を空けて付設された第三の受け板とを備え、
　前記第二の受け板と前記第三の受け板との境界部分は、水平方向に隙間なく連設されて
いることを特徴とするコンベア装置。
【請求項２】
　前記一対のローラを構成する搬入端側ローラと搬出端側ローラの間隔を可変して、コン
ベアチェーンのテンションを調整するテンション調整機構を備え、前記第三の受け板は、
前記テンション調整機構によって、前記搬入端側ローラと一体に位置変更されることを特
徴とする請求項１記載のコンベア装置。
【請求項３】
　前記コンベアチェーンの往路部分の下方近傍であって、前記第一の受け板の搬入端側の
終端箇所から前記搬入端側ローラの上頂点までの位置に、前記折り返し部分に繰り上げら
れる輸送物を前記コンベアチェーン往路部分に誘導する第四の受け板が付設され、前記第
一の受け板と前記第四の受け板との境界部分及び第三の受け板と前記第四の受け板との境
界部分は、各々垂直方向の投影状態で隙間なく位置していることを特徴とする請求項１記
載のコンベア装置。
【請求項４】
　前記一対のローラを構成する搬入端側ローラと搬出端側ローラの間隔を可変して、チェ
ーンコンベアのテンションを調整するテンション調整機構を備え、前記第三の受け板およ
び前記第四の受け板は、前記テンション調整機構によって、前記搬入端側ローラと一体に
位置変更にされることを特徴とする請求項３記載のコンベア装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、金属、木材、プラスチックその他の廃材等を搬送するコンベア装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金属スクラップ、木材片、プラスチック片、ゴム片及びそれらの混合物に代表さ
れる産業廃棄物のコンベア式の搬送システムとして、例えば、図６に示すものがあった。
この搬送システム１０は、木材片等の輸送物１１が投入されるホッパー１２と、ホッパー
１２から落下案内された輸送物１１が載置され、搬出口３２に向けて搬送する第一のコン
ベア装置１４と、第一のコンベア装置１４の下方に配置され、第一のコンベア装置１４か
ら落下する輸送物１１の破片などを回収し、搬出口へ搬送する第二のコンベア装置２４と
を備えている。さらに、これら２つのコンベア装置を駆動する駆動装置３０と、第一のコ
ンベア装置１４の排出端下方に輸送物１１を排出する排出口３２とを備え、これらが本体
３４上に一体に組み立てられている。
【０００３】
　ホッパー１２は、後述する第一のコンベア装置１４の上方に配置され、上開口部から輸
送物１１が投入され、輸送物１１は落下案内されて下開口部から放出される。また、ホッ
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パー１２は、下開口部の排出口３０側部分に設けられた流量調節板１２ａを上げ下げする
ことによって、放出される輸送物１１の量を制御するものである。
【０００４】
　第一のコンベア装置１４は、ドラグチェーン等が無端に接続されたコンベアチェーン１
６が、一対のローラ１８ａ，１８ｂに掛け渡されている。輸送物１１の搬送先の方向に配
置された搬出端側ローラ１８ａはスプロケット形状を有し、その回転軸は、本体３４の所
定の位置に回転自在に支持されている。そして、搬出端側ローラ１８ａは駆動装置３０に
よって回転駆動され、コンベアチェーン１６を移動させる。
【０００５】
　一方、輸送物１１が載置される側の搬入端側ローラ１８ｂは、コンベアチェーン１６が
掛け渡しできるように円板形状に形成されている。また、図７に示すように、平行に配置
された上金具１９ａと下金具１９ｂによって長穴１９ｃが形成された軸受部材１９が、本
体３４と一体に組み付けられ、搬入端側ローラ１８ｂの回転軸１８ｃは、その軸受部材１
９によって、回転自在、かつ、水平方向に移動自在に支持されている。具体的には、回転
軸１８ｃは、ボールベアリング１９ｄの内輪に挿入固定され、その外輪が長穴１９ｃを水
平方向に摺動可能に軸受部材１９に保持されている。
【０００６】
　また、第一のコンベア装置１４は、搬入側ローラ１８ａの位置をずらして搬出側ローラ
１８ａとの間隔を可変し、コンベアチェーン１６のテンションを調整することが可能な構
成を有している。テンション調整機構２２は、図７に示すように、棒状部材２２ａと、コ
イル状のスプリング２２ｂと、ボルト２２ｃとを備えている。ボルト２２ｃの頭部に一体
に繋がった棒状部材２２ａの一端は、搬入端側ローラ１８ｂの回転軸１８ｃを支持する軸
受部材１９の図示しないナット部材に螺合している。棒状部材２２ａの他端は、筐体側板
３４ｂに形成された透孔に挿通されて筐体外部に突出し、その突出部分にはスプリング２
２ｂが挿通されている。そして、スプリング２２ｂは、棒状部材２２ａの端部のボルト２
２ａの頭部と筐体側板３４ｂの外側面に、圧縮状態で挟持されている。この圧縮の度合い
は、ボルト２２ｃの締めつけ量によって調整することができる。
【０００７】
　この状態において、スプリング２２ｂの弾発力は、搬入側ローラ１８ｂを筐体側板３４
ｂ側に引き寄せる方向に作用し、ボルト２２ａの螺合位置を変更すると、搬入端側ローラ
１８ｂは、回転軸１８ｃが支持されている軸受１９の長穴１９ｃの長さの範囲内で水平方
向に移動する。例えば、スプリング２２ｂの圧縮量を増やして弾発力を強くすることによ
って、搬入端側ローラ１８ｂを筐体側板３４ｂ側により強く引き寄せ、コンベアチェーン
１６のテンションを強くすることができる。テンション調整機構２２は、複数本のチェー
ンコンベア１６の水平方向に並列に設けられたコンベア装置の場合、チェーンコンベア１
６毎に設けられている。そして、長期間の稼働によってコンベアチェーン１６に緩みが生
じた場合などに、チェーンコンベア１６毎に、ボルト２２ｃの締めつけ量を可変して、コ
ンベアチェーン１６のテンションを適正な状態に調整する。
【０００８】
　また、第一のコンベア装置１４は、輸送物１１が載置されて搬出端側に進行するコンベ
アチェーン１６の往路部分１６ａの下方に、コンベアチェーン１６よりもやや幅広の第一
の受け板２０ａが付設されている。第一の受け板２０ａは、コンベアチェーン１６に接触
してその進行を妨げることがない程度に僅かな空間を置いて配置されている。
【０００９】
　同様に、コンベアチェーン１６が排出端側から搬入端側の方向に進行する復路部分１６
ｂの下方には、コンベアチェーン１６よりもやや幅広の第二の受け板２０ｂが付設されて
いる。第二の受け板２０ｂは、第一の受け板２０ａと同様に、コンベアチェーン１６に接
触してその進行を妨げることがない程度に僅かな空間を置いて配置されている。
【００１０】
　第一のコンベア装置１４の下方に配置された第二のコンベア装置２４は、図６に示すよ
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うに、表面に所定の間隔でスクレーパ２６ｃが取り付けられた無端のコンベアベルト２６
を、一対のローラに掛け渡したものである。搬出口側ローラ２８ａは、第一のコンベア装
置１４の搬出端側ローラ２８ａの下方に配置され、後述する駆動装置３０によって回転駆
動され、コンベアベルト２６を移動させる。一方、折り返し側ローラ２８ｂは、第一のコ
ンベア装置１４の搬入端側ローラ１８ｂの下方に配置され、回転自在に支持されている。
【００１１】
　また、コンベアベルト２６は、第一のコンベア装置から落下した輸送物１１の破片等を
受け止め、折り返し側ローラ２８ｂの方向に搬送する往路部分２６ａと、折り返しローラ
２８ｂで折り返され、排出口側ローラ２８ａの方向に移動する復路部分２６ｂにより構成
されている。復路部分２６ｂは、スクレーパ２６ｃの高さと同程度の距離を空けて筐体底
板３４ａと対向している。このような構造であるため、第一のコンベア装置１４からの落
下物は、往路部分２６ｂによって折り返し側ローラ２８ｂ部分まで搬送されると、筐体底
板３４ａ上に落下し、復路部分２６ｂに取着されたスクレーパ２６ｃによって掻き出され
るように筐体底板３４ａ上を移動し、やがて排出口３２に排出される。
【００１２】
　ホッパー１２側方の筐体３４ｃ上には、モーターを備えた駆動装置３０が設置されてい
る。そして、駆動装置３０は、第一のコンベア装置１４の搬出端側ローラ１８ａと、第二
のコンベア装置２４の排出側ローラ２８ａに接続され、各ローラ１８ａ，２８ａが所定の
速度で回転するよう駆動制御されている。
【００１３】
　以上のように、従来の搬送システム１０は、第一のコンベア装置１４に加えて第二のコ
ンベア装置２４を備え、第一のコンベア装置１４から落下する輸送物１１の破片等を回収
し、本来排出されるべき排出口３２に搬送して排出する構造である。
【００１４】
　また、特許文献１に開示されているように、切削加工によって発生する切屑を、加工テ
ーブルの下方に設けたチップコンベアを用いて排出する切屑排出手段を備えた工作機械が
提案されている。このチップコンベアは、前述した搬送システム１０が備える第二のコン
ベア装置２４と類似の構成を有しており、上方から落下する切屑をコンベアの往路部分で
受け止め、折り返し部分で切屑を金属板（トラフ）上に落下させ、コンベアの復路部分表
面に取着したスクレーパで切屑を排出口に搬送する動作も、ほぼ同様である。
【特許文献１】特開２００１－６２６６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、従来の搬送システム１０にあっては、第一のコンベア装置１４から落下
した輸送物１１の破片等を、第二のコンベア装置２４により回収する構造であるため、構
造が複雑で大型化するという問題があった。従って、搬送システム自体のコストが増加す
る他、消耗品や動力確保のためのコストも増加する。また、２つのコンベア装置が縦方向
に重ねて配置される構成であるため、ホッパーを含めた搬送装置の高さが高くなる。そし
て、ホッパーの上開口部の位置が高すぎると、ショベルカー等の重機では輸送物１１を投
入できないという問題が生じる場合があった。また、２つのコンベア装置が収納された筐
体内部に落下物が飛散するので、装置各部が汚れ易く、清掃その他のメンテナンスを頻繁
に行う必要があり、非常に煩雑であった。
【００１６】
　一方、特許文献１に開示された工作機械の切屑排出手段が備えるコンベア装置の場合、
金属類の切削加工によって生じる切粉のように小型の金属屑であれば搬送可能であるが、
数１０センチメートルから数メートル程度の大きさの金属スクラップや木材片等の搬送に
は適さない搬送機構である。すなわち、この搬送機工を大型の輸送物を搬送するシステム
に適用するには、搬送システムの大型化、装置各部の強度アップ、駆動装置のパワーアッ
プをしなければならず、現実的なものではなかった。
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【００１７】
　この発明は、上記背景技術の問題点に鑑みてなされたもので、簡単な構造でコンベアチ
ェーンに載置された輸送物を効率よく排出口に搬送し排出することができ、適正に排出さ
れずにコンベアチェーンに残留した破片等についても、確実に排出口に向けて搬送するこ
とが可能なコンベア装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　この発明は、一対のローラで駆動される無端のコンベアチェーンに載置された輸送物を
排出口に搬送するコンベア装置であって、載置された輸送物と共に搬入端から搬出端の方
向に進行するコンベアチェーンの往路部分の下方近傍に、所定の距離を空けて付設された
第一の受け板と、排出端から搬入端の方向に進行するコンベアチェーンの復路部分の下方
近傍に、所定の距離を空けて付設された第二の受け板と、搬入端側ローラによって前記復
路部分から往路部分に方向転換されるコンベアチェーンの折り返し部分の外側近傍に、所
定の距離を空けて付設された第三の受け板とを備え、前記第一の受け板と前記第三の受け
板との境界部分及び第二の受け板と前記第三の受け板との境界部分は、各々垂直方向の投
影状態で水平方向に隙間なく連設されているコンベア装置である。
【００１９】
　また、前記一対のローラを構成する搬入端側ローラと搬出端側ローラの間隔を可変して
、コンベアチェーンのテンションを調整するテンション調整機構を備え、前記第三の受け
板は、前記テンション調整機構によって、前記搬入端側ローラと一体に位置変更されるコ
ンベア装置である。
【００２０】
　さらに、前記コンベアチェーンの往路部分の下方近傍であって、前記第一の受け板の搬
入端側の終端箇所から前記搬入端側ローラの上頂点までの位置に、前記折り返し部分に繰
り上げられる輸送物を前記コンベアチェーン往路部分に誘導する第四の受け板が付設され
、前記第一の受け板と前記第四の受け板との境界部分及び第三の受け板と前記第四の受け
板との境界部分は、各々垂直方向の投影状態で水平方向に隙間なく連設されているコンベ
ア装置である。
【００２１】
　そして、好ましくは、前記一対のローラを構成する搬入端側ローラと搬出端側ローラの
間隔を可変して、チェーンコンベアのテンションを調整するテンション調整機構を備え、
前記第三の受け板および前記第四の受け板は、前記テンション調整機構によって、前記搬
入端側ローラと一体に位置変更にされるコンベア装置である。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によるコンベア装置によれば、金属スクラップ、木材片、プラスチック片、ゴ
ム片及びそれらの混合物に代表される廃棄物が投入されると、排出口に向けて効率よく搬
送して排出することができる。また、適正に排出されずにコンベアチェーンに残留した破
片についても、下方に落下させことなく回収して当初の輸送物の投入箇所に戻し、再度、
排出口に向けて搬送して確実に排出することができる。従って、破片回収用のコンベア装
置等の特別な装置が不要な上、追加する受け板などの設置についても広いスペースを必要
としないので、コンベア装置が小型化し、低コスト化が可能である。さらに、装置の筐体
内部に落下物が飛散することなく、清掃その他のメンテナンスが容易である。
【００２３】
　また、コンベアチェーンのテンション調整において、コンベア装置の複数対のローラの
間隔を一体に調整可能であり、テンション調整作業を短時間で容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、この発明のコンベア装置を含む搬送システムの一実施形態について、図１～図５
に基づいて説明する。ここで、上記搬送システム１０と同様の構成は、同一の符号を付し
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て説明を省略する。この実施形態の搬送システム５０は、図１、図２に示すように、輸送
物１１が投入されるホッパー１２と、ホッパー１２から落下案内された輸送物１１が載置
され、搬出口に向けて搬送するコンベア装置５２と、コンベア装置５２を駆動する駆動装
置３０と、コンベア装置５２の排出端下方に輸送物１１を排出する排出口３２とを備え、
これらが本体３４上に一体に組み付けられている。
【００２５】
　搬送システム５０におけるホッパー１２と駆動装置３０は、従来の搬送システム１０の
ものと同様の動作を行うので、説明を省略する。
【００２６】
　コンベア装置５２は、ドラグチェーン等が無端に接続された１本のコンベアチェーン１
６が、一対のローラに掛け渡されて１つの搬送レーンを構成し、その搬送レーンが４つ並
列に設けられ、１つの幅広の搬送レーンを形成している。各搬送レーンの搬出端側ローラ
１８ａは、図３に示すように、各々スプロケット形状を有し、１本の回転軸に一体に取り
付けられ、本体３４の所定の位置に回転自在に支持されている。そして、搬出端側ローラ
１８ａは、駆動装置３０によって回転駆動され、各搬送レーンのコンベアチェーン１６を
同時に移動させる。
【００２７】
　一方、各搬送レーンの搬入端側ローラ１８ｂは、図３、図４に示すように、各々コンベ
アチェーン１６の掛け渡しができるように円板形状に形成されて、１本の回転軸１８ｃに
一体に取り付けられている。また、図５に示すように、回転軸１８ｃの両端は、図示しな
いボールベアリング１９ｄの内輪に挿入固定され、その外輪が長穴１９ｃを水平方向に摺
動可能な構造となっている。
【００２８】
　また、コンベア装置５２は、図５に示すように、搬入側ローラ１８ｂの位置をずらして
搬出側ローラ１８ａとの間隔を可変し、コンベアチェーン１６のテンションを調整するこ
とが可能な構成を有している。テンション調整機構２２の動作は、上述の第一のコンベア
装置２４が備えるものと同様であるが、この実施形態では、複数の搬入側ローラ１８ｂに
対して１本の回転軸１８ｃが固定され、図１に示すように、回転軸１８ｃの両端部にテン
ション調整機構２２が設けられている。このテンション調整機構２２によれば、例えば長
期間の稼働によって各コンベアチェーン１６に緩みが生じた場合などに、ボルト２２ｃの
締めつけ量を増減し、各コンベアチェーン１６のテンションを同時に適正な状態に調整す
ることができる。
【００２９】
　また、コンベア装置５２は、輸送物１１が載置されて搬出端側に進行する各コンベアチ
ェーン１６の往路部分１６ａの下方近傍に、４列分の搬送レーンよりもやや幅広の第一の
受け板２０ａが付設され、コンベアチェーン１６の搬送面を支持している。
【００３０】
　ここで、従来の搬送システム１０の説明で述べたように、往路部分１６ａで搬送された
輸送物１１のほとんどは、搬出端から排出されるが、輸送物１１の破片等がチェーンコン
ベア１６の隙間部分等に噛み込んだり引掛かる等して、そのまま往路部分１６ａに搬入さ
れる場合がある。第二の受け板２０ｂ、第三の受け板５４及び第四の受け板５６は、この
適切に排出されなかった破片等を落下させることなく回収する役割を果たすものである。
以下、その詳細を説明する。
【００３１】
　コンベアチェーン１６が排出端側から搬入端側の方向に進行する復路部分１６ｂの下方
近傍には、４つ分の搬送レーンよりもやや幅広の第二の受け板２０ｂが付設されている。
第二の受け板２０ｂも、第一の受け板２０ａと同様に、戻り側のコンベアチェーン１６の
下面を支持する。
【００３２】
　また、搬入端側ローラ１８ｂによって、コンベアチェーン１６が復路部分１６ｂから往
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路部分１６ａに方向転換される折り返し部分の外側に、４つ分の搬送レーンよりもやや幅
広でＵ字形状の第三の受け板５４が付設されている。第三の受け板５４は、コンベアチェ
ーン１６と接触してその進行を妨げることがない程度に僅かな空間を置いて配置されてい
る。
【００３３】
　さらに、第一の受け板２０ａの搬入端側の終端箇所から搬入端側ローラ１８ｂの上頂点
付近の位置にかけて、第四の受け板５６が付設されている。第四の受け板は５６は、図１
に示すように、４つ分の搬送レーンよりもやや幅広の形状で、搬入端側ローラ１８ｂ側端
部には、各搬入端側ローラ１８ｂとの干渉を避ける切り込みが入れられ、その切り込みに
よって舌片５６ａが形成されている。この舌片５６ａは、搬入端側ローラ１８ｂの軸方向
にやや屈曲しており、搬入端ローラ１８ｂの軸方向に付着した輸送物の破片を掻き出すと
共に、コンベアチェーン１６から回転軸１８ｃへ落下する輸送物の破片と合わせて往路部
分１６ａに誘導する。
【００３４】
　各受け板は、第二の受け板２０ｂと第三の受け板５４との境界部分、第三の受け板５４
と第四の受け板５６との境界部分及び第四の受け板５６と第一の受け板２０ａとの境界部
分は、各々垂直方向の投影状態で重なりをもたせて隙間なく設置されている。従って、各
受け板とコンベアチェーン１６とが一体になって構成する各搬送面は、切れ目なく連設さ
れる形態となり、輸送物１１の破片等は、各搬送面に沿って脱落することなく連続移動す
ることができ、輸送物１１が載置される往路部分１６ａに戻される。
【００３５】
　なお、輸送物１１の破片の形状や大きさによっては、第四の受け板５６を省略しても差
し支えない場合がある。その場合は、第一の受け板５６を搬入端側ローラ１８ｂの上頂点
付近まで延設し、第三の受け板５４と第一の受け板５６との境界部分が、水平方向に重な
りをもたせるとよい。
【００３６】
　以上説明したように、コンベア装置５２によれば、コンベアチェーン１６の往路部分１
６ａに載置された輸送物は、排出口３２に向けて効率よく搬送して排出することができる
。また、適正に排出されずにコンベアチェーンに残留した破片についても下方に落下させ
ことなく回収して当初の輸送物の投入箇所に戻し、再度、排出口に向けて搬送して排出す
ることができる。
【００３７】
　また、第三の受け板５４及び第四の受け板５６は、搬入端側ローラ１８ｂの回転軸１８
ｃを支えるボールベアリングの外輪と一体に取り付けられているので、テンション調整機
構２２の動作によって搬入端側ローラ１８ｂの位置が移動したときでも、第三の受け板５
４及び第四の受け板５６も一体に移動し、コンベアチェーン１６との間の距離は変化しな
い。また、各受け板の境界は、搬入端側ローラ１８ｂの水平方向に移動可能な距離を超え
る重なりをもたせて設置されているので、所定の受け板が移動しても、各境界部分に隙間
が生じることはない。従って、第三の受け板５４及び第四の受け板５６とコンベアチェー
ン１６とで形成される搬送面の状態は常に最適な設定が維持され、コンベアチェーン１６
のテンション調整をする度に周辺各部の位置を再度設定する手間が生じない。
【００３８】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定するものではなく、コンベアチェーンは、輸送物
１１の大きさや形態に応じて、ドラグチェーン等の汎用コンベアチェーン、粉体搬送用コ
ンベアチェーン、水処理用コンベアチェーンなど、自由に選択できる。また、搬送レーン
の数は４本に限定するものではなく、輸送物１１の量、作業場のスペース、１本のコンベ
アチェーン１６の幅等に鑑みて、１以上の本数を任意に設定すればよい。また、コンベア
の搬送距離は任意に設定できる。搬送距離を長くする場合は、往路部分１６ｂが連続的に
形成されるように複数のコンベア装置５４を直列に配置してもよい。また、コンベアチェ
ーン１６の往路部分１６ａ及び復路部分１６ｂの搬送面は、進行方向に対して水平である



(8) JP 2009-196722 A 2009.9.3

10

20

30

必要はなく、上り勾配や下り勾配をもたせてもよい。
【００３９】
　また、コンベアチェーン１６が掛け渡される一対のローラ１８ａ，１８ｂの間隔は、各
搬送レーン毎に独立に設定できるよう構成してもよい。さらに、各受け板は、必ずしも専
用の板材である必要はなく、コンベア装置の筐体やカバー等の構造物の表面を利用して構
成したものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】この発明の一実施形態のコンベア装置を含む搬送システムの上面図である。
【図２】本搬送システムの部分断面を含む側面図である。
【図３】本搬送システムの構成と動作を説明する模式図である。
【図４】図３の搬入端側ローラの周辺部分の構成を説明するＡ部拡大図である。
【図５】図３のテンション調整機構の動作を説明するＡ部拡大図である。
【図６】従来のコンベア装置を含む搬送システムの構成と動作を説明する模式図である。
【図７】図６のテンション調整機構の動作を説明するＢ部拡大図である。
【符号の説明】
【００４１】
１１　搬送物
１２　ホッパー
１６　コンベアチェーン
１６ａ　往路部分
１６ｂ　復路部分
１８ａ　搬出端側ローラ
１８ｂ　搬入端側ローラ
１９　軸受部材
２０ａ　第一の受け板
２０ｂ　第二の受け板
２２　テンション調整機構
３０　駆動装置
３２　排出口
３４　本体
５０　搬送システム
５２　コンベア装置
５４　第三の受け板
５６　第四の受け板
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